
JP 4443017 B2 2010.3.31

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方に角筒状の端子接続部を有すると共に後方に電線接続部を有する端子本体と、前記
端子接続部の内部に別体として収容し相手側接続端子の平刃状接触部を受け入れ、天板、
底板、両側板から成る略角筒体の導電接触体とを有する接続端子において、前記導電接触
体は、１枚の金属板を打ち抜き折曲し、前記天板に両側からの合わせ目を形成し、前記端
子接続部内の前部に嵌合し前記略角筒体の前部に相当する第１の枠部と、前記端子接続部
内の後部に嵌合し前記略角筒体の後部に相当する第２の枠部と、前記第１、第２の枠部の
前記天板同士の間の天板を下方に弯曲して前記平刃状接触部の上面を圧接する上部可撓接
片部と、前記第１、第２の枠部の前記底板同士の間の底板を上方に弯曲して前記平刃状接
触部の下面を圧接する下部可撓接片部と、前記両側板に設け側方へ張り出すばね性の突起
片とを備え、前記平刃接触部が前記導電接触体中に挿入されると、前記天板は前記合わせ
目を境に左右に広がり、前記突起片を前記端子接続部の内壁部に圧接することを特徴とす
る接続端子。
【請求項２】
　前記突起片の基部には軸線方向に向かう切込みを設けた請求項１に記載の接続端子。
【請求項３】
　前記上部、下部可撓接片部には軸線方向に向う複数のスリットを形成した請求項１に記
載の接続端子。
【発明の詳細な説明】



(2) JP 4443017 B2 2010.3.31

10

20

30

40

50

【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、相手側接続端子の平刃状接触部と接続する導電接触体を別体として備えた接続
端子に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
本出願人は既に特願２０００－１１６５６９号において、相手側接続端子に対して良好な
ばね圧で接触すると共に容易に挿脱し得る接続端子を出願している。この接続端子は、後
部に電線を接続してコネクタハウジングに収容される端子本体と、この端子本体の角筒状
の端子接続部に別体として嵌合された導電接触体とから構成されている。そして、導電接
触体には弯曲して相手側接続端子の平刃状接触部の両面に圧接し得る１対の可撓接触片が
、上下に対向して設けられている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上述の接続端子は、相手側接続端子に対して良好に接触すると共に容易に挿
脱し得る利点を有する反面で、導電接触体が端子本体に安定して接触しない場合がある。
【０００４】
本発明の目的は、上述の問題点を解消し、導電接触体を端子本体に安定して接触させるこ
とにより、安定した電気特性を確保し得る接続端子を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するための本発明に係る接続端子は、前方に角筒状の端子接続部を有す
ると共に後方に電線接続部を有する端子本体と、前記端子接続部の内部に別体として収容
し相手側接続端子の平刃状接触部を受け入れ、天板、底板、両側板から成る略角筒体の導
電接触体とを有する接続端子において、前記導電接触体は、１枚の金属板を打ち抜き折曲
し、前記天板に両側からの合わせ目を形成し、前記端子接続部内の前部に嵌合し前記略角
筒体の前部に相当する第１の枠部と、前記端子接続部内の後部に嵌合し前記略角筒体の後
部に相当する第２の枠部と、前記第１、第２の枠部の前記天板同士の間の天板を下方に弯
曲して前記平刃状接触部の上面を圧接する上部可撓接片部と、前記第１、第２の枠部の前
記底板同士の間の底板を上方に弯曲して前記平刃状接触部の下面を圧接する下部可撓接片
部と、前記両側板に設け側方へ張り出すばね性の突起片とを備え、前記平刃接触部が前記
導電接触体中に挿入されると、前記天板は前記合わせ目を境に左右に広がり、前記突起片
を前記端子接続部の内壁部に圧接することを特徴とする。
【０００６】
【発明の実施の形態】
本発明を図示の実施の形態に基づいて詳細に説明する。
図１は相手側接続端子の平刃状接触部１と接続する前の状態を示す実施の形態の縦断面図
、図２は平刃状接触部１を除いて示す斜視断面図であり、この実施の形態に係る接続端子
は、後部に電線を接続してハウジングに収容される端子本体２と、この端子本体２の内部
に別体として嵌合されて平刃状接触部１に対する導電接触部となる導電接触体３とから構
成されている。
【０００７】
端子本体２は１枚の肉厚の導電金属板から加工され、導電接触体３は１枚の肉薄の導電金
属板から加工されている。端子本体２には、導電接触体３を電気的接続可能に収容する角
筒状の端子接続部４と、この端子接続部４から後方に延在して電線を圧着するＵ字状の電
線圧着部５とが形成されている。
【０００８】
図３は導電接触体３の斜視図、図４は平面図であり、導電接触体３の加工の際の合わせ目
１１は、端子接続部４の後述の天板又は底板側に設けられている。この合わせ目１１は図
２では底板側に設けられた状態で示され、図３、図４では天板側に設けられた状態で示さ
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れている。
【０００９】
　導電接触体３は、端子接続部４内の比較的前部に嵌合される第１の枠部１２と、端子接
続部４内の比較的後部に嵌合される第２の枠部１３と、軸線方向に向かう複数本のスリッ
ト１４を有して枠体１２、１３の天板１２ａ、１３ａ同士を連結する複数枚の第１の可撓
接片部１５と、軸線方向に向う複数本のスリット１６を有して枠体１２、１３の底板１２
ｂ、１３ｂ同士を連結する複数枚の第２の可撓接片部１７とを有している。第１の可撓接
片部１５は平刃状接触部１の上面に圧接し得るように下方に弯曲され、第２の可撓接片部
１７は平刃状接触部１の下面に圧接し得るように上方に弯曲されている。
【００１０】
　ここで、スリット１４の１つは合わせ目１１を含むように形成され、枠体１２、１３の
天板１２ａ、１３ａにはスリット１４と同じ幅の隙間が設けられている。また、第１の枠
体１２の側板１２ｃ、１２ｄには、側方に張り出るばね性を有する突起片１８、１９がそ
れぞれ設けられ、第２の枠部１３の側板１３ｃ、１３ｄには、側方に張り出す突起片２０
、２１がそれぞれ設けられている。これらの突起片１８～２１の自由端側の外面は、側板
１２ｃ、１２ｄ、１３ｃ、１３ｄの外面よりも若干外方にそれぞれ位置されている。そし
て、枠部１２、１３と突起片１８～２１の上下の中央には、切欠部２２～２５が枠部１２
、１３と突起片１８～２１の基部側を切欠するようにそれぞれ形成されている。
【００１１】
図１、図２に示すように、端子本体２の端子接続部４は天板３１、左右の側板３２、及び
底板３３を有し、天板３１と底板３３の前後方向の略中間には、導電接触体３の可撓接片
部１５、１７の過剰な変形を規制する規制部３４、３５が、相互に接近するように可撓接
片部１５、１７の近傍までそれぞれ突設されている。
【００１２】
端子接続部４の後部には、天板３１と底板３３から相互に接近するように突出され、平刃
状接触部１の先端側の上下面を挟持する第１の挟持部３６、３７がそれぞれ形成されてい
る。端子接続部４の前部には、天板３１と底板３３の一部から切欠されて相互に接近する
ように突出され、平刃状接触部１の基部側の上下面を挟持する第２の挟持部３８、３９が
それぞれ形成されている。
【００１３】
第１の挟持部３６、３７は導電接触体３の後方への所定以上の移動を規制する突起状とさ
れ、それらの前面には平刃状接触部１を案内する案内面３６ａ、３７ａがそれぞれ設けら
れている。第２の挟持部３８、３９は導電接触体３の前方への所定以上の移動を規制する
突片状とされ、それらの前面には平刃状接触部１を案内する案内面３８ａ、３９ａがそれ
ぞれ設けられている。
【００１４】
なお、第２の挟持部３８、３９は、導電接触体３が端子接続部４に押し込まれた後にプレ
ス加工されている。導電接触体３が端子接続部４に押し込まれた際には、導電接触体３の
突起片１８～２１が端子接続部４の側板３２にそれぞれ圧接される。
【００１５】
相手側接続端子の平刃状接触部１が端子本体２の端子接続部４に挿入されると、平刃状接
触部１は案内面３８ａ、３９ａにより案内されながら第２の挟持部３８、３９の間を摺動
し、導電接触体３の可撓接片部１５、１７を外方へ撓ませながらそれらの間に押し入り、
案内面３６ａ、３７ａに案内されて第１の挟持部３６、３７の間に進入する。このとき、
導電接触体３の枠部１２、１３の天板１２ａ、１３ａは合わせ目１１を境にして左右にそ
れぞれ広がり、導電接触体３の突起片１８～２０が端子接続部４の側板３２にそれぞれ強
く圧接する。
【００１６】
このように実施の形態では、導電接触体３の合わせ目１１を端子接続部４の例えば天板３
１側に位置させたので、相手側接続端子の平刃状接触部１を可撓接片部１５、１７の間に
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受け入れる際に、枠部１２、１３の側板１２ｃ、１２ｄ、１３ｃ、１３ｄを外方に撓ませ
て、突起片１８～２０を端子接続部４の側板３２にそれぞれ圧接させることができ、導電
接触体３と端子接続部４との電気的接続を良好とすると共に、放熱効果を向上させること
ができる。
【００１７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る接続端子は、端子本体内に収容する端子接続体の両側に
ばね性を有する突起片を設けることにより、端子本体と端子接続体の導通性を向上させて
安定した電気特性を得ることができると共に、通電電流値に余裕を持たせることができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】相手側接続端子と共に示す実施の形態の縦断面図である。
【図２】相手側接続端子を除いた斜視断面図である。
【図３】導電接触体の斜視図である。
【図４】導電接触体の平面図である。
【符号の説明】
１　相手側接続端子の平刃状接触部
２　端子本体
３　導電接触体
４　端子接続部
５　電線圧着部
１１　合わせ目
１２、１３　枠部
１２ａ、１３ａ、３１　天板
１２ｂ、１３ｂ、３３　底板
１２ｃ、１２ｄ、１３ｃ、１３ｄ、３２　側板
１４、１６　スリット
１５、１７　可撓接片部
１８～２１　突起片
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